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表 1．自家発電設備の関係法令
電気事業法関係 消防法関係 建築基準法関係

設
置
義
務

────

（非常電源の設置）
各消防用設備に対する
・施行令による基準
・施行規則による基準の細目

（予備電源の設置）
各建築設備に対する
・施行令による規定
・告示による構造方法の基準

技
術
基
準

・�電気設備に関する技術基準及
　び同解釈
・発電用火力設備に関する技術
基準及び同解釈

・施行規則第12条
・自家発電設備の基準
・火災予防条例等

（官庁営繕関係）
・建築設備計画基準
・建築設備設計基準
・電気設備工事監理指針
・電気設備工事共通仕様書
・その他設

置
基
準

────

・施行規則第12条
・非常電源（自家発電設備）
　試験基準
・火災予防条例等

届
出
等

・保安規程届
・主任技術者選任届
又は選任許可申請

・工事計画事前届（*1）

・工事整備対象設備等着工届
・消防用設備等設置届
・電気設備設置届（*2）
・危険物貯蔵所設置許可申請
　又は少量危険物設置届（*2）

・建築確認申請
・完了検査申請

検
査

・使用前安全管理検査（*3）
・定期安全管理検査（*3）

・完成検査 ・完了検査

点
検 ・点検等（保安規程による）

・点検基準（告示）
・点検要領（通知）

・定期検査、定期点検
（告示）

報
　
告

・定期報告（発電所運転報告）
・事故報告
・その他報告
（公害防止、出力変更）

・点検結果報告 ・定期報告

＊ 1．出力 10,000kW 以上の内燃力発電所又は出力 1,000kW 以上のガスタービン発電所が対象となる。
　　��この範囲外のものでも、大気汚染防止法による公害発生施設に該当するものは対象となる。
＊ 2．火災予防条例等で規制
＊ 3．出力 1,000kW 以上のガスタービン発電所が対象となる。

自家発電設備は、電気事業法、消防法、
建築基準法により規制を受けますか？
　
自家発電設備の構造及び性能に関する技
術基準をはじめとして、設置に際しての
基準、設置後の保安関係の届出、定期検
査及び定期点検等について、表1.にある
法令に基づき規制が設けられています。

　4月号からの新連載として、様々な用途で使
用される自家発電設備について、設置や維持管
理、取扱い等に関して「どのような法令により、
どのような規制・基準等が設けられているのか」
について、Q＆A形式で解説します。
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表 2．自家発電設備の関係法令（つづき）
法　　令 規　　制　　内　　容

労働安全衛生法令

�安全基準
「電気による危険の防止」として、次の事項の安全対策が事業者に義務づけられ
ている。
・電気機械器具の囲い等
・漏電による感電の防止
・配線等の絶縁被覆
・仮設の配線等
・停電作業を行う場合の措置

大気汚染防止法

�ばい煙発生施設
ばい煙発生施設として、次のものが大気汚染防止法の規制（排出基準の適用、
設置の届出、記録・保存）を受ける。
・ガスタービン及びディーゼル機関→燃焼能力が重油換算50ℓ／ｈ以上のもの
・ガス機関及びガソリン機関―――→燃焼能力が重油換算35ℓ／ｈ以上のもの

騒音規制法

�特定施設
騒音規制法の特定施設として、次のものが規制（規制基準の適用、設置の届出）
を受ける。
・空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が7.5ｋＷ以上のもの）

振動規制法

�特定施設
振動規制法の特定施設として、次のものが規制（規制基準の適用、設置の届出）
を受ける。
・空気圧縮機（原動機の定格出力が7.5ｋＷ以上のもの）

電気工事士法
�特種電気工事資格者
契約電力が500kW未満の事業場・施設等に設置される非常用発電設備の据付工
事に従事する作業者に同資格の取得が義務づけられている。

電気工事業法
�登録電気工事業者、通知電気工事業者
電気工事士法に規定する自家用電気工作物の電気工事を行う者に工事業者とし
ての登録等が義務づけられている。

省エネ法

�エネルギーの使用の合理化の基準
工場、事業場における発電専用設備、コージェネレーション設備については同
設備の安全管理、計測・記録及び保守・点検等の実施が事業者に義務づけられ
ている。　

表1.にある3つの法令以外に自家発電設

備に関する法令規制がありますか？

　
表2.に示す法令による規制も受けます。

（上）通信会社のデータセンターに複数台納入された
3,000kVAのガスタービン自家発電設備（写真提供：日
本機工㈱）、（左）海底地盤改良船の電源で活躍する可搬
形発電設備DCA-800SPK（写真提供：デンヨー㈱）

Q2

A2


